
有資格者名簿登載後についての注意事項 

 

       岡山市財政局財務部契約課 

 

１． 有資格者名簿への登載開始は 次のとおりです。 

令和８年 ２月申請→令和８年 ４月１日予定 

令和８年 ５月申請→令和８年 ７月１日予定 

令和８年 ８月申請→令和８年１０月１日予定 

令和８年11月申請→令和９年 １月１日予定 

 

２．有資格者名簿への登載は、岡山市ホームページへの掲載をもって通知したものとします。 

  ホームページでご確認いただけるのは、上記名簿登載日以降となります。 

（文書等による通知はありません。） 

 

３．建設工事業者については、有資格者名簿に登載された日から５か月間は指名留保と 

 なります。この間は「建設工事」の入札（見積）に参加できません。 

 （工事部門以外にも登録がある場合、工事部門以外の入札等には参加できます。） 

※令和8年 ２月申請の場合、令和８年 ４月１日名簿登載～令和８年 ８月３１日まで指名留保 

※令和８年 ５月申請の場合、令和８年 ７月１日名簿登載～令和８年１１月３０日まで指名留保 

※令和８年 ８月申請の場合、令和８年１０月１日名簿登載～令和９年 ２月２８日まで指名留保 

※令和８年１１月申請の場合、令和９年 １月１日名簿登載～令和９年 ５月３１日まで指名留保 

   この間は工事部門の入札等に参加できません。（工事以外の部門には指名留保はありません。） 

 

４．建設工事業者のうち、市内業者については登録営業所の現地調査を実施します。 

  調査の時期等については、後日、別途ご連絡いたします。 

 

５．名簿登載には期限があり、登載の継続を希望する場合、更新期限月に更新手続きが 

 必要です。更新期限月とは、本市に登録される決算日の翌月から起算して１年７か月目のことをいいます。 

 

６．更新時期についての個別の案内はありません。 岡山市ホームページでの確認をお願い 

 します。 

    岡山市ﾄｯﾌﾟﾍﾟｰｼﾞ＞事業者情報＞入札・契約＞入札参加資格審査申請＞「１．業者情報［入札参加資格審査申請］」 

 

７．電子入札のみを対象としている案件があります。電子入札へ参加するには、 

  別途の手続きが必要です。 詳しくは岡山市ホームページをご覧ください。 

    岡山市ﾄｯﾌﾟﾍﾟｰｼﾞ＞事業者情報＞入札・契約＞電子入札 

 

８．会社更生手続、民事再生手続等を申請した場合や指名停止事由に該当する事件、事故等を起こした場合、

行政処分等を受けた場合には、その旨を速やかに届け出てください。報告が著しく遅れた場合又は報告が

ない場合には、指名停止期間が加算されることがあります。 


